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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体をマイクロミストの状態に微粒化し、放出するマイクロミスト発生方法において、
　ガス供給配管系から加圧ガスを気液混合部に導入する一方で、前記ガス供給配管系から
分岐して加圧ガスを液体が貯留された液体タンクに導入するようになっていて、前記気液
混合部に導入されたミスト発生用の加圧ガスがエゼクタ部分に噴出する際の負圧によって
前記液体タンクからの液体を吸引し、気液混合体として混合気噴気口から噴射されたミス
トを、導入管に導いて搬送し、噴射ノズル内に設けた旋回空間で旋回させてから噴射ノズ
ルの複数の噴射孔からマイクロミストとして噴射することを特徴とするマイクロミスト発
生方法。
【請求項２】
　前記マイクロミストが平均粒径１０μｍ以下の液体の微粒子からなることを特徴とする
請求項１に記載のマイクロミスト発生方法。
【請求項３】
　前記噴射されるミストの量が、液体の供給系に設けられる調整バルブによって任意に調
整できることを特徴とする請求項１又は２に記載のマイクロミスト発生方法。
【請求項４】
　前記加圧ガスのガス流量の調整が、ガス圧力の調整によって行われることを特徴とする
請求項１，２又は３に記載のマイクロミスト発生方法。
【請求項５】
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　液体をマイクロミストの状態に微粒化し、放出するマイクロミスト発生装置が、
　液体タンクに貯留された液体とミスト発生用の加圧ガスとが導入される気液混合部であ
って、前記加圧ガスがエゼクタ部分に噴射する際の負圧によって前記液体を吸引し、気液
混合体のミストとして混合気噴射口から噴射する前記気液混合部と、
　前記混合気噴射口から噴射する気液混合体のミストを噴射ノズルに搬送する導入管と、
　前記搬送された気液混合体のミストを複数の噴射孔からマイクロミストとして噴射する
噴射ノズルと、
を具備していて、
　前記液体タンクには前記加圧ガスが分岐して導入されるようになっていると共に、前記
噴射ノズルが、導入された気液混合体のミストを旋回させる旋回チップを内蔵しているこ
とを特徴とするマイクロミスト発生装置。
【請求項６】
　前記液体タンクと前記気液混合部とを接続する液体供給系に、前記気液混合体のミスト
量を調整するための調整バルブが更に具備されていることを特徴とする請求項５に記載の
マイクロミスト発生装置。
【請求項７】
　前記導入管がポリテトラフルオロエチレンより作られていることを特徴とする請求項５
又は６に記載のマイクロミスト発生装置。
【請求項８】
　前記導入管を包囲するように可撓性の保護管が設けられていることを特徴とする請求項
５～７のいずれか一項に記載のマイクロミスト発生装置。
【請求項９】
　前記噴射ノズルの噴射孔の孔径φが約０．８～１．０mmであることを特徴とする請求項
５～８のいずれか一項に記載のマイクロミスト発生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体をマイクロミストの状態にして霧化することができるマイクロミスト発
生方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題に対する関心が高まっており、これに応えるために薬液量を出来るだけ
微量にして加工物を処理するというニーズが増加している。例えば、加工分野ではドライ
切削技術の実用化が急務であり、加工により発生する熱を効率よく冷却するため、少量の
水と大量の空気により気化熱を利用した冷却方式が必要となっている。
【０００３】
　従来、液体を霧状（微細な液滴）にして被処理面に塗布したり、被処理物を冷却する際
には、例えば図４（ａ）に示すようにポンプＡ、薬液槽Ｂ及びノズルＣとからなる霧化装
置を用いて、薬液槽Ｂ内の薬液をポンプＡによって加圧して小径のノズルＣに送り、この
ノズルから薬液を噴射することで霧状（ミスト）にしていた。この方式に気体を導入し微
細化した液体と気体の混合体を作る方策として、２流体ノズルと呼ばれる液体と気体を混
合するノズルＣを用い高圧ガス（主に高圧空気）を２流体ノズルに導入することで、高圧
ガスの急激な膨張と拡散作用によってミスト化した霧化ガス（冷却ガス）を作り出してい
た。
【０００４】
　このような方策で作り出されたミストの発生分布（粒子径と発生粒子個数の分布）は、
図４（ｂ）のグラフで示すように７０μｍ程度の大きな粒子から５μｍ以下の小さな粒子
まで広い範囲の粒子を含み、平均３０μｍ程度の粒子径で、かつノズルからの距離によっ
ても発生ミスト分布が異なるものであった。また、このような霧化装置で空気量／液量の
比率を大きくし、体積比で１０００：１の比率にすると、安定したミストの発生が困難に
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なるという問題がある。
　更に、広い面を冷却するには、ノズルの開口径を大きくする方式が一般的で、多量のガ
スが必要となり騒音の面からも好ましくない。なお、広い面を冷却するのに、一般のエヤ
ーブロー用の多孔ノズルで拡大するとガス量の適正化はできるが、ミストは偏った数個の
穴から間欠的に噴射するようになる。
【０００５】
　このような特性をもつ従来の霧化装置を蒸発潜熱（気化熱）を利用して冷却する等の用
途に用いた場合、大きな粒子が冷却面に付着し、冷却効率を妨げると共に、無効な液体（
薬液）を大量に消費するなどの環境問題を生み出すことになった。
【０００６】
　この点を改善するために、燃焼機関等の燃料供給に用いられているような空気流の中に
液体を滴下するという方式も考えられるが、装置が大がかりになると共に、安定した粒子
分布と濃度が得られないという問題があり、満足な冷却効果が得られない状況にあった。
　特に、大型の装置では霧化装置と加工部とが離れているため、ミストを移送する配管中
でミストが増粒し、配管壁に付着することで加工部位には間欠的液体噴射となり、装置本
来の発生ミストとは異ったものになる場合が多く、実用化がなされていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、その目的は、少量の液体で冷却する場合
でも、加圧ガスによって被冷却表面近傍でマイクロミスト（平均粒径１０μｍ以下の液滴
）を発生させ、効率よく広範囲を冷却することが可能なマイクロミスト発生方法及びその
装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前記課題を解決するための手段として、特許請求の範囲の各請求項に記載の
マイクロミスト発生方法及びその装置を提供する。
　請求項１に記載のマイクロミスト発生方法は、ガス供給配管系から加圧ガスを気液混合
部に導入する一方で、このガス供給配管系から分岐して加圧ガスを液体が貯留された液体
タンクに導入するようになっていて、気液混合部に導入されたミスト発生用の加圧ガスが
エゼクタ部分に噴出する際の負圧によって液体タンクからの液体を吸引し、気液混合体と
して混合気噴気口から噴射されたミストを導入管に導いて搬送し、噴射ノズル内の旋回空
間で旋回させてから複数の噴射孔からマイクロミストとして噴射するようにしたものであ
る。このように、導入管を設けることで、加圧ガス下でミスト化した微粒子が液体内に加
圧ガスを溶解する時間を確保し、噴射時に内部に溶解した加圧ガスの膨張効果を高めるこ
とで微粒子化を高めることができると共に、ミストを旋回させることで液体を均一に分散
させることができ、少量の液体と気体とで広範囲の冷却を行うことができる。また、気液
混合部に気体と液体とが同じ圧力で供給されるので、気液混合部でのエゼクタ作用によっ
て部内で僅かに気体の圧力が下がる程度の減圧にすることで液量をコントロールすること
ができる。
【０００９】
　請求項２のマイクロミスト発生方法は、マイクロミストの平均粒径を１０μｍ以下と規
定したものであり、これにより、微粒子の蒸発潜熱を有効に利用して冷却を行うことがで
き、少量の液体で冷却効率を高めることができる。請求項３のマイクロミスト発生方法は
、噴射されるミストの量が、液体の供給系に設けられる調整バルブによって任意に調整で
きるようにしたものであり、これにより、ミストの粒子径の分布や濃度の最適な供給条件
が得られると共に安定した供給が可能となる。
　請求項４のマイクロミスト発生方法は、加圧ガスのガス流量の調整が、ガス圧力の調整
によって行われるものであり、これにより、気／液混合のバランスが調整される。
【００１０】
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　請求項５に記載のマイクロミスト発生装置は、液体タンクに貯留された液体とミスト発
生用の加圧ガスとを導入し、気液混合体のミストとして噴出する気液混合部と、この気液
混合体のミストを噴射ノズルに搬送する導入管と、搬送された気液混合体のミストを複数
の噴射孔からマイクロミストとして噴射する噴射ノズルとを備えていて、液体タンクには
加圧ガスが分岐して導入されるようになっていると共にこの噴射ノズル内にミストを旋回
させる旋回チップを設けたものである。これにより、請求項１のマイクロミスト発生方法
と同様の作用効果が得られる。
　請求項６のマイクロミスト発生装置は、液体タンクと気液混合部とを接続する液体供給
系に、気液混合体のミスト量を調整バルブを更に設けたものであり、これによって、ミス
トの粒子径の分布や濃度を任意に調整でき、最適な供給条件を得ると共に安定した供給が
可能である。
【００１１】
　請求項７のマイクロミスト発生装置は、導入管をポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦ
Ｅ）（商標名：テフロン）で形成するようにしたものであり、これによって、導入管の表
面を滑らかにすることができ、ミストの搬送中に増粒した液滴を滞留することなく噴出ノ
ズルに送ることができる。
【００１２】
　請求項８のマイクロミスト発生装置は、導入管を包囲するように可撓性の保護管を設け
たものであり、このように保護管を可撓性（フレキシブル）にすることで気液混合部の部
位を装置に固定しても、噴射ノズルを加工部位に適正な角度で設置でき、加工部位の冷却
の最適化が図れる。
　請求項９のマイクロミスト発生装置は、噴射ノズルの噴射孔の孔径φを約０．８～１．
０mmに規定したものであり、これにより、噴射ノズルの側壁を伝わったミストが、大きな
粒子として噴射孔の縁面から飛び出し、無効液となることを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態のマイクロミスト発生方法及びその装置につ
いて説明する。図１は、本発明のマイクロミスト発生装置の全体構成を示す側断面図と正
面図である。本発明のマイクロミスト発生装置は、気液混合部２と、旋回チップ３１を内
蔵した噴射ノズル３と、これらをつなぐ導入管４とで構成されるマイクロミスト発生ノズ
ル１と、冷却液を貯留する液体タンク５と、これらをシステム的に接続する配管系とで構
成されている。
【００１４】
　気液混合部２は、ガス導入部分２１とエゼクタ部分２２とを有し、両者の境界にガス噴
出口２３が形成されている。ガス導入部分２１は、ガス供給配管系６に接続していて、ミ
スト発生用の加圧ガス（例えば、約０．４Ｍｐａ）が導入され、ガス噴射口２３からエゼ
クタ部分２２へと噴射される。エゼクタ部分２２の周壁には、冷却液噴射口２４が穿設さ
れており、液体タンク５へとつながっている冷却液供給配管系７に接続している。従って
、このエゼクタ部分２２で、ガス噴射口２３から噴射される際の加圧ガスの負圧によって
、冷却液が冷却液噴射口２４から吸引され、気液混合体のミストとして、エゼクタ部分２
２の先端開口である混合気噴射口２５から導入管４へと送られる。
【００１５】
　導入管４へと導入された気液混合体のミストは、導入管４に搬送されて噴射ノズル３へ
と送られる。導入管４は、ミスト搬送中に増粒した液滴を滞留することなく噴射ノズル３
へと送るために、その内壁面を滑らかにする必要があり、好ましくは、ポリテトラフルオ
ロエチレン（ＰＴＦＥ）（商標名：テフロン）から形成される。なお、塗膜、フィルム等
により導入管４の内面を滑らかにしてもよい。また、導入管４は、曲げて使用することも
あるので軟質材料から形成される。
　導入管４には、これを略全長に渡って包囲するように可撓性の保護管４１が設けられて
いる。保護管４１は、曲げた形状を保持できるように、好ましくはステンレス（ＳＵＳ）
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のスパイラル管を使用する。
【００１６】
　噴射ノズル３には、旋回空間が設けられていて、ここに旋回チップ３１が配置されてい
る。この旋回チップ３１は、導入管４から送られるミストが衝突することによって、径方
向にミストを分散し旋回流を作り出す。噴射ノズル３の先端面には、周方向に等間隔で環
状に複数の噴射孔３２が穿設されている。噴射孔３２の数は、例えば６～８個（図１では
８個）であり、その孔径φは、好ましくは略０．８～１．０ｍｍである。噴射ノズル３の
内面構造は、液滴の滞留する部分が生じるのを避けるため、ミストの流線に沿った形状に
され、内面はサンドブラスト等に研磨され、バリかえりも除去することが好ましい。
【００１７】
　冷却液が貯留される液体タンク５は、略１．０Ｍｐａの圧力に耐えられるような耐圧構
造をしており、ガス供給配管系６から分岐して加圧ガスが、タンク内部に導入されるよう
になっている。従って、気液混合部２には、同圧の気体と液体とが導入されるようになる
。ミスト発生用の加圧ガスのガス供給配管系６には、ＯＮ／ＯＦＦバルブ６１が設けられ
ており、冷却液を供給する冷却液供給配管系７には、ＯＮ／ＯＦＦバルブ７１の他に冷却
液調整バルブ７２が設けられている。この調整バルブ７２を調整することで、発生するミ
スト量を任意に調整することができる。
【００１８】
　上記構成よりなる本発明のマイクロミスト発生装置の作動について以下に説明する。マ
イクロミスト（平均粒径１０μｍ以下の液滴）を発生するには、液体タンク５からの冷却
液とミスト発生用の加圧ガスを気液混合部２に導入する。即ち、気液混合部のエゼクタ部
分２２はガス噴射口２３から加圧ガスが噴射する際の負圧によって、冷却液を冷却液供給
配管系７を通して冷却液噴射口２４から吸引し、気液混合体のミストとして混合気噴射口
２５から導入管４内に噴射する。この際のミストの粒子分布は、従来の二流体ノズルの生
成分と同じ様な大きな粒子のミストとなる。
【００１９】
　導入管４内に噴射された気液混合体のミストは、旋回チップ３１を内蔵された噴射ノズ
ル３に導入されるが、旋回チップ３１の旋回作用によって噴射ノズル３内に設けた旋回空
間で旋回し、噴射ノズル３の先端面に設けた複数の噴射孔３２からマイクロミストとして
噴出する。
【００２０】
　このミストが生成から外部への噴出までの間に、本発明の構成では加圧下でミスト化し
た微粒子が液体内に飽和状態になるまで加圧ガスを溶解するため、内部に溶解した加圧ガ
スの膨張効果によって、僅かな減圧でも液体を引き千切る作用を生じ、噴射による低圧化
作用等によってマイクロミスト化する。以上のような作用によって発生したマイクロミス
トの粒子分布（粒子径と粒子個数の分布）は、図２に示すようなグラフ分布となり、ミス
トの平均粒子径が約８μｍとなり、本発明が目標とするマイクロミストになって噴射され
る。
【００２１】
　本発明のマイクロミスト発生装置の実施例である諸元の数値は、以下のとおりである。
　加圧ガスの圧力　０．４Mpa、加圧ガスの流量　１００～２００Ｌ／min、
　冷却液の流量　１～５cc／min、液体タンク（５）の耐圧　１．０Mpa、
　ガス噴射口（２３）の口径φ　２mm、冷却液噴射口（２４）の口径φ　０．６mm、
　導入管（４）の内径φ　４mm、保護管（４１）の管長　＜３００mm
　噴射孔（３２）の数　６～８個、噴射孔（３２）の孔径φ　０．８～１．０mm
以上の諸元にもとづいて、平均粒子径が約８μｍのマイクロミストが達成されるが、これ
らの諸元の数値は、本発明の１例にすぎない。
【００２２】
　一般にミストによる冷却を広い面積の冷却に活かすには、加圧ガスの風量の増大に伴う
、噴射孔面積の増加が必要となる。しかし、単純にノズルの孔径を大きくすると、ノズル
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の内側壁を伝わったミストが大きな粒子として噴射孔の縁面から飛び出し、無効液となる
。経験的に、孔径φ１mm前後の噴射孔からのミストは、このような現象は少ないが、孔径
φ２mm以上になると無効液が目立ち、φ４mmともなるとほとんど無効液として飛び散る。
これは、気体の射出流速の影響もあり、液体との相対速度を失うためと考えられる。
【００２３】
　そこで本発明の１つの実施例の噴射ノズルでは、噴射孔の孔径φを０．８mmにし、孔の
数を増やすことで噴射量を確保している。この場合、いかに各噴射孔に均一に液を分散す
るかにある。そこで、本発明では、旋回チップによって旋回流を作り出し噴射ノズル内で
、液を回転することで均一な分散を行っている。更に、導入管を設けることで液体中に気
体を溶解する時間を確保し、噴射時の膨張効果を高めることで微粒子化（マイクロミスト
化）を高めている。
【００２４】
　図３は、本発明のマイクロミスト発生装置をドライ切削用の刃具の冷却に適用した具体
例を示す図である。本発明のマイクロミスト発生装置によって発生したマイクロミストＭ
を含む高圧エアーブローによって、加工ワークＷが刃物Ｋによって切削されるときに発生
する加工熱を除去しながら切削加工を行っている。マイクロミスト発生ノズルは、発生し
たマイクロミストＭが加工部に正確に噴射されるように、導入管４（保護管４１）が曲げ
られている。こうして、加工ワークＷの切削によって生じるワークＷと刃具Ｋとの界面の
加工熱を多量のエアーと少量の冷却液を混合した冷却ガス（マイクロミストＭ）によって
、エアーのもつ熱量を上回る冷却液の気化熱によって効率よく冷却することができる。こ
の冷却効果によって刃具寿命はドライ切削の２倍、ウェット切削の１．４倍向上すること
ができた。
【００２５】
　また、図３に示す具体例では、冷却液の液体タンク５を加工機の加工部から離れた場所
に設置し、加工部近傍に設けたマイクロミスト発生ノズル１によって冷却しているので、
従来の装置で問題となるミスト搬送中の増粒による間欠噴霧現象や冷却不足などを解決す
ることができる。
　また、マイクロミストＭは、過飽和のミスト（加圧化で飽和状態まで加圧ガスの溶けた
ミスト）が噴射時の膨張効果によってマイクロミスト化することによって生成するため、
導入管４中でミストが増粒しても安定したマイクロミストが得られることから、図３に示
すように、加工部の姿勢に合わせてマイクロミスト発生ノズル１の導入管４を曲げること
ができ、冷却の最適化が可能となる。本発明の実施形態では、このためにミスト導入部を
二重構造にし、ミストを導入する導入管４は内壁が滑らかなＰＴＦＥ製チューブを採用し
、保護管４１は曲げた形状を保持するＳＵＳ製のスパイラル管を採用している。本発明の
マイクロミスト装置をこのような構成にすることで、気液混合部２の部位を装置に固定し
ても、噴射ノズル３を加工部位に適正な角度で設置することが可能となり、複合個の噴射
孔３２による広範囲な噴射面積との相乗効果によって安定且つ高効率の冷却が実現できる
。
【００２６】
　以上説明したように、本発明のマイクロミスト発生方法及びその装置は、少量の冷却液
によって効率よくワークの冷却や処理が、簡便な構成で実現できる。また、従来にないマ
イクロミストの微粒子効果によって、発生ミストを従来では冷却が困難な微細な空間へも
導入することが可能となり、困難な冷却ニーズに対しても柔軟性を生かした供給方式が取
れることから、設置空間の影響を受けることなく確実な冷却作用を行うことができる。
　更に、本発明のマイクロミスト発生方法では、粒子径の分布や濃度をマイクロミスト発
生ノズルに設けたミスト量調整バルブ（冷却液調整バルブ）によって任意に調整できるた
め、マイクロミストの最適な供給条件を得ると共に安定した供給を行うことができる。
【００２７】
　上記の説明においては、本発明のマイクロミスト発生装置を切削時の加工熱を除去する
のに使用する例で説明しているが、薬液の塗布や表面処理（洗浄・エッチング）等、薬液
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を微細化して気体と共に供給するシステムであれば、本発明のマイクロミスト発生装置は
どのような用途にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態のマイクロミスト発生装置の全体構成を示す側断面図及び正
面図である。
【図２】本発明のマイクロミスト発生装置によって得られたマイクロミストの粒子分布を
示すグラフである。
【図３】本発明のマイクロミスト発生装置を加工熱の除去に使用した具体例を示す図であ
る。
【図４】従来の（ａ）霧化装置と（ｂ）発生ミスト分布を説明する図である。
【符号の説明】
【００２９】
１…マイクロミスト発生ノズル
２…気液混合部
２１…ガス導入部分
２２…エゼクタ部分
２３…ガス噴射口
２４…冷却液噴射口
２５…混合気噴射口
３…噴射ノズル
３１…旋回チップ
３２…噴射孔
４…導入管
４１…保護管
５…液体タンク
６…加圧ガス供給配管系
７…冷却液供給配管系
７２…冷却液調整バルブ
Ｍ…マイクロミスト
Ｋ…刃具
Ｗ…加工ワーク
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